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東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等について 
 

 

 

 

１．部会における検討テーマについて 

来年度４月１日より、障害者差別解消法の改正法が施行され、全国的に事業者による

「合理的配慮の提供」が義務化されます。 

そこで都では、すでに作成している各広報物を一部改訂し、各広報物のターゲット層

に対し、法と東京都障害者差別解消条例のさらなる周知を行っていきたいと考えていま

す。 

つきましては、部会において、「東京都障害者差別解消法ハンドブック」及び「東京都
障害者差別解消条例パンフレット」の具体的な改訂内容について検討したいと考えてい

ます。 

 

 

２．今後のスケジュールについて 

東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第８条第２項に基づき、部会設置及び

構成について定めた後、２回程度の部会開催を予定しております。 

詳細については、別途、御連絡いたします。 


